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春
秋
時
代
の
第
二
十
八
代
楚
王
で
あ
る
昭
王
（
在
位
前
五
一
五

S
前
四
八
九
年
）
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
楚
世
家
や
『
国
語
』
楚

語
に
、
呉
と
の
敵
対
関
係
を
中
心
と
し
た
僅
か
な
記
述
が
見
ら
れ

る
も
の
の
、
詳
細
な
事
績
や
故
事
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
伝
え

ら
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
四
）
』
（
馬
承
源

主
編
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
四
年
十
二
月
）
の
中
に
は
、

こ
の
昭
王
に
関
わ
る
文
献
が
二
篇
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

竹
簡
十
枚
か
ら
な
る
文
献
で
、
第
五
簡
の
墨
節
を
境
に
、
前
半
の

『
昭
王
毀
室
』
（
し
ょ
う
お
う
き
し
つ
）
、
後
半
の
『
昭
王
典
襲
之

序

言

牌
』
（
し
ょ
う
お
う
と
き
ょ
う
し
ん
と
ん
と
）
か
ら
成
る
。

筆
者
は
、
先
に
こ
の
内
の
『
昭
王
毀
室
』
に
つ
い
て
、
そ
の
主

題
と
な
っ
て
い
る
「
合
葬
」
に
注
目
し
つ
つ
分
析
を
加
え
た
（
注
l
)
o

本
稿
で
は
、
引
き
続
き
、
後
半
部
の
『
昭
王
典
興
之
牌
』
を
取
り

上
げ
、
検
討
を
進
め
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
際
、
特
に
留
意
す
べ
き
点
は
次
の
二
つ
で
あ
ろ
う
。
第
一

は
、
『
昭
王
輿
興
之
牌
』
の
全
体
の
文
意
と
構
成
で
あ
る
。
こ
の
資

料
に
つ
い
て
は
、
「
簡
吊
研
究
」
網
姑
な
ど
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

若
干
の
札
記
類
が
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
全
体
を
通
し
て
そ

の
文
意
を
明
快
に
提
示
し
、
そ
の
文
献
的
性
格
を
解
明
し
た
論
考

は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
唯
一
、
陳
剣
氏
の
「
上
博
竹
書
《
昭
王
輿

興
之
脆
》
和
《
束
大
王
泊
旱
》
讀
後
記
」
（
「
簡
吊
研
究
」
網
姑
‘

語
り
継
が
れ
る
先
王
の
故
事

ー
上
博
楚
簡
『
昭
王
典
襲
之
牌
』
の
文
献
的
性
格
ー

中
国
研
究
集
刊
露
号
（
総
四
十
号
）
平
成
十
八
年
六
月
三
五
ー
四
九
頁

湯

浅

邦

弘
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二
0
0
五
二
月
十
五
日
）
が
全
体
の
現
代
語
訳
を
試
み
て
い
る

が
、
文
意
を
取
り
づ
ら
い
箇
所
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
上
海

博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
四
）
』
の
釈
文
（
担
当
者
は
陳
侃
芥
氏
）

で
も
、
文
意
未
詳
と
し
て
「
待
考
」
と
さ
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
。

ま
ず
は
、
こ
の
資
料
を
通
読
し
、
そ
の
全
体
の
構
成
と
文
意
を
明

ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
は
、
前
半
の
『
昭
王
毀
室
』
と
の
関
係
で
あ
る
。
先
の
考

察
に
よ
れ
ば
、
『
昭
王
毀
室
』
に
お
い
て
楚
の
昭
王
は
、
死
者
に
対

す
る
敬
意
か
ら
直
ち
に
「
合
葬
」
を
許
諾
す
る
王
と
し
て
描
か
れ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
模
範
と
す
べ
き
物
わ
か
り
の
良
い
王
と
し

て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
後
半
の
『
昭
王
典
襲
之

牌
』
で
は
、
昭
王
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
二
篇
の
共
通

性
あ
る
い
は
相
違
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
第
五
簡
の
墨
節
が
ど
の
程
度
の
区
切
り
意
識
を
表
明
し
た

も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
も
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
考
察
を
通
し
て
、
最
終
的
に
は
、
こ
の
二
篇
の
文
献
的
性

格
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
る
。

『
昭
王
呉
腿
之
牌
』
釈
読

ま
ず
、
本
文
献
の
書
誌
的
情
報
を
記
し
て
お
く
。

写
真
・
釈
文

を
掲
載
す
る
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
四
）
』
に
よ
れ
ば
、

『
昭
王
輿
襲
之
牌
』
は
そ
の
直
前
の
『
昭
王
毀
室
』
と
併
せ
て
竹

簡
全
十
枚
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
簡
長
は
完
簡
の
場
合
四
三
．

三
S
四

四

二

cm
。
竹
簡
の
上
下
端
は
平
斉
で
三
道
編
綾
、
右
契

口（注
2
)

で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
第
五
簡
途
中
に
墨
節
が
あ
り
、
明
ら
か
に
二

つ
に
分
節
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
釈
文
で
は
、
そ
こ
ま
で

の
前
半
部
を
『
昭
王
毀
室
』
、
そ
こ
か
ら
後
を
『
昭
王
奥
喪
之
牌
』

と
し
て
い
る
。
名
称
は
い
ず
れ
も
内
容
に
基
づ
く
仮
称
で
あ
る
。

字
数
は
『
昭
王
毀
室
』
一
九
六
字
、
『
昭
王
奥
襲
之
膵
』
一
九
二
字
。

十
簡
の
合
計
で
三
八
八
字
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
便
宜
上
、
内
容
を
二
つ
の
段
落
に
区
切
っ
て
原
文
（
注
3
)

と
書
き
下
し
文
、
現
代
語
訳
、
解
説
を
掲
載
す
る
。

0
5
.
0
6
な
ど

は
竹
簡
番
号
、
「
Ill

」
は
墨
釘
、
「

n」
は
墨
節
、
「
／
」
は
竹
簡
の

断
裂
を
綴
合
し
た
箇
所
、
【
】
は
欠
損
字
を
補
っ
た
箇
所
で
あ
る

こ
と
を
示
す
。

な
お
、
上
博
楚
簡
の
筆
写
年
代
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
通
り
、

二
二
五
七
士
六
五
年
前
と
い
う
中
国
科
学
院
上
海
原
子
核
研
究
所

の
炭
素
十
四
の
測
定
値
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
注
4
)
。
こ
の
数
値
は
、

一
九
五

0
年
を
定
点
と
す
る
国
際
基
準
に
よ
っ
て
換
算
す
れ
ば
、

前
三

0
七
土
六
五
年
、
す
な
わ
ち
前
三
七
二
年
か
ら
前
二
四
二
年

と
な
り
、
下
限
は
秦
の
将
軍
白
起
が
郡
を
占
領
し
た
前
二
七
八
年

(36) 



に
設
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
（
注
5
)
、
書
写
年
代
は
前
三
七
二
年
か
ら

前
二
七
八
年
の
間
の
可
能
性
が
高
い
と
推
定
さ
れ
る
。
原
本
の
成

立
は
当
然
こ
れ
を
遡
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
、
取
り
あ

え
ず
、
こ
の
『
昭
王
興
襲
之
牌
』
に
つ
い
て
、
遅
く
と
も
戦
国
時

代
の
中
期
頃
ま
で
に
成
立
し
た
文
献
で
あ
る
と
の
前
提
に
立
っ
て

考
察
を
進
め
、
内
容
の
検
討
を
終
え
た
後
、
こ
の
点
に
つ
い
て
改

め
て
分
析
を
加
え
て
み
た
い
。

（
一
）
前
半
部

05-
。
昭
王
蹄
0
6
逃
瑶
。
興
之
牌
駆
王
、
将
取
車
。
大
手
遇
之
、

披
梱
衣
。
大
手
入
告
王
、
「
僕
遇
牌
将
取
車
、
披
梱
衣
、
膵
介
趣
君

王
、
不
0
7
獲
引
頸
之
罪
。
君
王
、
至
於
正
冬
而
披
梱
衣
」
。
王
召
而

興
之
托
裸
。
襲
之
膵
披
之
、
其
衿
見
至
逃
瑞
。
王
命
襲
之
牌
08
母

見。

と

う

ほ

う

い

た

き

ょ

う

し

と

ん

昭
王
逃
瑞
に
筵
ら
ん
と
す
。
襲
之
牌
王
に
駆
た
り
、
将
に
車
を

き

取
ら
ん
と
す
。
大
手
之
に
遇
う
に
、
梱
衣
を
披
る
。
大
手
入
り
て

王
に
告
ぐ
、
「
僕
膵
の
将
に
車
を
取
ら
ん
と
す
る
に
遇
う
や
、
梱
衣

を
披
る
。
牌
君
王
に
介
闊
し
、
頸
を
引
く
の
罪
を
獲
ず
。
君
王
正

冬
に
至
る
に
梱
衣
を
披
せ
ん
や
」
。
王
召
し
て
之
が
托
裾
を
与
う
。

あ
ら

襲
之
牌
之
を
披
、
其
の
衿
見
わ
に
し
て
逃
瑞
に
至
る
。
王
襲
之
牌

昭
王
は
逃
瑞
の
地
に
赴
こ
う
と
し
、
御
者
を
務
め
て
い
た
興
之

牌
が
出
動
の
準
備
を
し
て
い
た
。
ち
ょ
う
ど
大
手
が
そ
の
場
を
目

撃
し
た
と
こ
ろ
、
襲
之
膵
は
寒
そ
う
な
肌
着
を
着
用
し
て
い
た
。

そ
こ
で
大
手
は
王
の
部
屋
に
入
り
告
げ
た
、
「
私
は
襲
之
膵
が
車
の

準
備
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
会
い
ま
し
た
が
、
彼
は
肌
着
を
着

て
い
ま
し
た
。
襲
之
牌
は
王
の
御
者
を
務
め
、
何
も
大
罪
を
犯
し

て
は
い
ま
せ
ん
。
君
王
は
、
こ
れ
か
ら
真
冬
に
な
ろ
う
と
す
る
の

に
、
彼
に
肌
着
を
着
せ
よ
う
と
い
う
の
で
す
か
」
。
そ
こ
で
王
は
襲

之
膵
を
召
し
て
綿
入
れ
の
上
着
を
与
え
た
。
興
之
牌
は
そ
れ
を
着

用
し
た
が
、
そ
の
襟
を
露
わ
に
し
た
ま
ま
逃
瑞
に
赴
い
た
。
そ
こ

で
王
は
襲
之
牌
を
謁
見
禁
止
と
し
た
。

若
干
の
語
注
を
加
え
て
お
こ
う
。
「
逃
瑞
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は

「
跳
賓
」
と
読
み
、
「
跳
」
は
「
江
跳
」
の
意
と
し
て
、
「
《
昭
王

輿
襲
之
牌
》
叙
述
昭
王
為
跳
賓
之
事
」
と
す
る
が
、
後
文
と
の
関

係
が
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
陳
剣
は
「
逃
瑞
」
と
読
み
、

地
名
と
す
る
。
こ
こ
で
は
陳
氏
の
説
に
従
っ
た
。

す
、

「
襲
之
膵
」
は
人
名
。
陳
剣
は
「
襲
之
誰
」
と
す
る
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
伝
世
文
献
に
は
未
見
の
人
名
で
あ
る
。
「
大
手
」
に
つ

い
て
、
釈
文
は
、
楚
の
官
名
で
「
大
攻
手
」
の
こ
と
と
す
る
。
「
梱

を
し
て
見
ゆ
る
こ
と
母
か
ら
し
む
。

(37) 



衣
」
は
重
ね
た
搬
（
肌
着
）
。
陳
剣
は
、
「
複
衣
」
「
央
衣
」
で
あ

る
が
冬
服
と
し
て
は
防
寒
に
不
十
分
な
衣
で
あ
る
と
説
く
。

「
牌
介
趣
君
王
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
、
介
は
「
孤
独
」
、
「
趣
」

は
「
闊
」
で
、
「
介
闊
」
と
は
「
独
自
駕
御
」
の
意
と
説
く
。
楊
澤

生
は
「
牌
示
趣
君
王
」
と
読
み
、
「
示
」
を
「
語
」
の
意
で
あ
る
と

し
た
上
で
、
牌
が
大
手
に
君
王
の
と
こ
ろ
へ
行
く
こ
と
を
告
げ
る
、

の
意
に
解
す
る
。
但
し
、
「
介
」
に
は
た
す
け
る
の
意
が
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
「
介
闊
」
は
御
者
を
務
め
る
（
主
人
を
助
け
て
車
を
操

縦
す
る
）
の
意
と
取
っ
た
。

「
引
頸
」
は
、
首
を
差
し
出
し
て
死
に
就
く
こ
と
。
大
手
は
、

楚
王
に
対
し
て
、
襲
之
牌
に
は
そ
の
よ
う
な
大
罪
は
な
い
と
弁
護

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
楚
王
の
反
応
が
「
王
召
而

典
之
托
裾
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
釈
文
は
「
王
約
而
余
之
托

樅
」
、
陳
剣
は
「
王
召
而
舎
之
領
抱
」
に
読
む
。
陳
斯
鵬
は
「
社
裾

[
領
抱
ビ
に
つ
い
て
、
『
史
記
』
苑
唯
伝
に
「
須
買
意
哀
之
、
留

興
坐
飲
食
、
日
、
「
疸
叔
一
寒
如
此
哉
」
。
乃
取
其
一
梯
抱
以
賜
之
」

と
見
え
る
「
梯
抱
」
（
綿
入
れ
の
上
着
）
で
あ
る
と
説
く
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
大
手
の
諫
言
を
容
れ
て
、
防
寒
用
の
厚
着
を
襲
之
牌

に
与
え
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
釈
文
が
「
余
」
と
釈
読
す
る
文

字
、
こ
こ
で
は
「
典
」
の
意
味
に
解
し
た
。

そ
れ
を
受
け
た
襲
之
牌
の
行
動
が
「
襲
之
膵
披
之
、
其
衿
見
至

逃
瑞
」
で
あ
り
、
釈
文
は
「
襲
之
牌
披
之
其
袷
、
見
畢
跳
賓
」
と

読
む
が
、
陳
剣
は
「
襲
之
膵
披
之
、
其
衿
視
至
逃
瑶
」
と
釈
読
し
、

孟
蓬
生
も
「
襲
之
膵
披
之
、
其
袷
見
」
と
読
む
。
こ
こ
は
難
解
な

箇
所
で
あ
る
が
、
鍵
を
握
る
の
は
「
袷
[
衿
]
見
」
で
あ
ろ
う
o

「袷

[
衿
]
見
」
と
は
、
襟
を
き
ち
ん
と
閉
じ
ず
露
出
し
た
ま
ま
着
用

す
る
、
と
の
意
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
類
似
の
語
と
し
て

「
披
襟
」
（
注
6
)
が
あ
り
、
襟
を
開
く
と
い
う
の
は
決
し
て
良
い
意

味
で
は
な
い
。
降
伏
の
比
喩
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
注
7
)
o

逆

に
、
容
儀
の
正
し
い
様
子
を
「
正
襟
危
坐
」
と
言
い
（
注
8
)
、
衣
襟

を
整
え
て
恭
敬
を
示
す
こ
と
を
「
倣
社
」
と
言
う
（
注
9
)
0

こ
の
よ
う
に
、
襟
の
持
つ
独
特
の
意
味
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
こ

は
、
喪
之
牌
の
着
用
の
仕
方
が
不
適
切
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
態

度
を
重
く
見
た
昭
王
が
襲
之
牌
に
罰
を
与
え
た
、
と
い
う
意
味
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
態
を
受
け
て
大
手
と
王
の
対
話

が
展
開
さ
れ
る
の
が
、
後
半
部
で
あ
る
。

（
二
）
後
半
部

08
大
手
聞
之
、
自
訟
於
王
、
「
老
臣
為
君
王
守
視
之
臣
、
罪
其
容

於
死
。
或
昧
死
言
、
僕
見
牌
之
寒
也
、
以
告
君
王
。
今
君
王
有
命

0
9
牌
母
見
。
此
則
僕
之
罪
」
。
王
日
、
「
大
手
之
言
膵
、
何
訛
有
焉
。

天
加
禍
於
楚
邦
‘
争
翌
君
呉
王
廷
至
於
郡
、
楚
邦
之
良
臣
所
暴
10
骨゚

吾
未
有
以
憂
其
子
。
牌
既
典
吾
同
車
、
有
／
【
衿
】
衣
、
思
邦
人
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皆
見
之
」
。
三
日
焉
、
命
襲
之
牌
見
。

ぅ
っ
た

大
手
之
を
聞
き
、
自
ら
王
に
訟
う
、
「
老
臣
君
王
の
守
視
の
臣

と
為
り
、
罪
其
れ
死
を
容
れ
ん
。
昧
死
し
て
言
う
こ
と
有
る
も
、

僕
牌
の
寒
を
見
る
や
、
以
て
君
王
に
告
ぐ
。
今
君
王
膵
を
し
て
見

ゆ
る
母
か
ら
し
む
る
こ
と
有
り
。
此
れ
則
ち
僕
の
罪
な
り
」
。
王
日

く
、
「
大
手
の
牌
を
言
う
や
、
何
の
訛
つ
こ
と
有
ら
ん
。
天
禍
を

楚
邦
に
加
え
、
覇
君
呉
王
、
郡
に
廷
至
し
、
楚
邦
の
良
臣
骨
を
暴

す
所
と
な
る
。
吾
未
だ
以
て
其
の
子
を
憂
う
る
こ
と
有
ら
ず
。
牌

既
に
吾
と
車
を
同
じ
う
す
る
に
、
衿
衣
す
る
こ
と
有
り
、
邦
人
皆

之
を
見
る
と
思
う
」
。
三
日
に
し
て
、
襲
之
膵
を
し
て
見
え
し
む
。

大
手
は
そ
の
こ
と
を
聞
き
、
自
ら
王
に
訴
え
出
た
。
「
私
は
君
王

の
側
近
の
臣
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
罪
は
死
に
値
し
ま
し
ょ
う
。

私
は
、
不
敬
の
言
と
は
知
り
な
が
ら
襲
之
膵
の
寒
い
様
子
を
見
か

ね
て
君
王
に
申
し
上
げ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
今
、
君
王
は
襲
之

膵
を
謁
見
禁
止
と
な
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
私
の
罪

で
す
」
。
す
る
と
王
は
、
「
大
手
が
襲
之
膵
に
つ
い
て
言
う
こ
と
は

何
の
過
ち
が
あ
ろ
う
か
。
（
そ
な
た
の
言
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
た

だ
私
が
襲
之
牌
を
謁
見
禁
止
に
し
た
の
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ

る
）
。
天
が
わ
が
国
に
禍
を
下
し
、
覇
君
た
る
呉
王
閾
間
の
軍
が
わ

が
都
の
郡
に
殺
到
し
た
。
そ
の
際
、
わ
が
国
の
良
臣
た
ち
は
敗
戦

に
よ
っ
て
屍
を
野
に
晒
す
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
私
は
今
な
お
、

い
た
わ

そ
の
遺
子
た
ち
に
充
分
な
労
り
を
施
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。

た
だ
、
襲
之
膵
に
つ
い
て
は
私
の
御
者
と
し
て
車
に
同
乗
さ
せ
（
優

遇
し
）
て
い
る
が
、
彼
は
そ
の
意
を
理
解
せ
ず
、
襟
を
露
わ
に
し

た
ま
ま
乗
車
し
た
。
私
は
、
そ
の
姿
を
国
の
人
々
が
目
に
し
た
だ

ろ
う
と
考
え
（
て
短
期
的
な
見
せ
し
め
と
し
て
謁
見
禁
止
の
措
置

を
と
っ
）
た
の
だ
」
。
三
日
の
後
、
昭
王
は
（
措
置
を
解
除
し
）
襲

之
牌
を
謁
見
さ
せ
た
。

こ
の
後
半
部
分
に
つ
い
て
は
、
陳
侃
芥
氏
の
釈
文
や
句
読
で
は

読
解
で
き
な
い
箇
所
が
多
い
。
ま
ず
、
「
老
臣
為
君
王
守
視
之
臣
」

に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
老
臣
為
君
王
守
、
見
之
、
臣
罪
其
容
於
死
」

と
釈
読
す
る
が
文
意
未
詳
で
あ
る
。
陳
剣
は
、
「
老
臣
為
君
王
守
視

之
臣
、
罪
其
容
於
死
」
と
句
読
し
、
「
守
視
之
臣
」
を
「
守
邦
視
政

的
執
政
大
臣
」
と
訳
す
。
君
王
の
身
辺
を
常
に
視
察
す
る
職
分
の

臣
下
の
意
で
あ
ろ
う
。

「
罪
其
宏
（
容
）
於
死
」
の
「
宏
」
字
、
釈
文
は
「
容
」
と
読

み
、
容
貌
と
注
す
る
が
、
文
意
未
詳
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
死
罪
に

当
た
る
の
意
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
容
於
死
」
の
用
例
と
し
て
は
、

『
孟
子
』
離
婁
上
に
「
況
於
為
之
強
戦
、
争
地
以
戦
、
殺
人
盈
野
、

争
城
以
戦
、
殺
人
盈
城
。
此
所
謂
率
土
地
而
食
人
肉
、
罪
不
容
於

死
（
罪
死
に
も
容
れ
ら
れ
ず
）
」
と
あ
る
。
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「
昧
死
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
聞
死
」
と
釈
読
す
る
が
、
陳

剣
は
「
昧
死
」
と
読
み
、
「
冒
死
」
の
意
で
あ
る
と
説
く
。
「
昧
死
」

は
「
あ
え
て
死
罪
に
当
た
る
こ
と
も
知
ら
ず
」
の
意
で
、
失
礼
を

か
え
り
み
ず
あ
え
て
す
る
こ
と
。
臣
下
が
君
主
に
差
し
出
す
文
に

用
い
る
。
『
韓
非
子
』
初
見
秦
に
「
臣
昧
死
、
願
望
見
大
王
」
と
見

え
る
。「
倉
[
寒
ピ
に
つ
ぃ
て
ヽ
釈
文
は
「
倉
卒
」
「
倉
皇
」
（
慌
て

て
取
り
乱
す
）
の
意
と
解
す
る
が
、
陳
剣
は
「
倉
」
「
蒼
」
「
消
」

「
寒
」
は
字
形
類
似
に
よ
り
転
用
さ
れ
る
と
し
、
「
寒
」
に
読
む
。

「
訴
[
訛
ご
字
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
訓
」
と
釈
読
す
る
が
文

意
未
詳
で
あ
る
。
陳
剣
は
「
訛
」
（
過
）
の
誤
写
と
す
る
。

次
に
、
楚
王
が
呉
と
の
敵
対
関
係
を
説
く
部
分
で
あ
る
が
、
「
天

加
禍
於
楚
邦
」
と
、
自
国
の
敗
北
を
「
天
」
の
下
し
た
「
禍
」
と

し
て
い
る
。
中
国
古
代
に
お
け
る
天
の
思
想
を
考
察
す
る
際
、
重

要
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
上
博
楚
簡
の
『
魯
邦
大
旱
』

『
東
大
王
泊
旱
』
に
は
、
旱
魃
が
天
の
降
し
た
災
禍
で
あ
る
と
の

思
考
が
窺
え
る
。
旱
魃
と
い
っ
た
大
災
害
や
国
都
が
奪
取
さ
れ
る

と
い
っ
た
戦
災
な
ど
は
、
天
の
下
し
た
罰
で
あ
る
と
の
意
識
を
反

映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
楚
の
敗
北
は
呉
王
閾
間
（
閾
麿
）
（
？

S
前
四
九
六
年
）
の

軍
の
侵
攻
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
意
味
す
る
と
思
わ

れ
る
「
覇
君
呉
王
廷
至
於
郡
」
の
部
分
、
釈
文
は
「
伯
君
呉
王
廷
、

至
於
郡
」
と
釈
読
し
つ
つ
も
「
本
句
語
意
不
明
」
と
す
る
。
陳
剣

は
「
快
君
呉
王
身
至
於
郡
」
と
す
る
が
、
孟
蓬
生
は
君
主
が
他
国

に
「
身
」
ず
か
ら
入
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
「
覇
君
呉
王
、
廷
至

於
郡
」
と
読
み
、
「
廷
」
は
「
径
」
（
径
行
、
直
行
）
の
意
と
説
く
。

な
お
、
侯
乃
鋒
は
、
『
風
俗
通
義
』
五
伯
篇
の
「
仁
不
純
、
為
覇
君

也
」
と
の
用
例
か
ら
、
「
覇
君
」
と
は
必
ず
し
も
褒
称
で
は
な
く
、

楚
側
が
呉
王
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
と
す
る
。

楚
の
敗
北
の
様
を
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
「
楚
邦
之
良

臣
所
暴
1
0
骨
」
で
あ
る
が
、
釈
文
は
、
「
楚
邦
之
良
臣
所
慧
。
骨
、
」

と
句
読
し
、
「
慧
」
（
ま
た
は
「
衛
」
）
は
敏
・
智
の
意
で
あ
る
と

説
く
も
の
の
、
文
意
未
詳
で
あ
る
。
陳
剣
は
「
暴
骨
」
と
読
む
。

呉
の
郡
侵
入
に
よ
っ
て
多
く
の
戦
死
者
を
出
し
た
こ
と
を
い
う
の

で
あ
ろ
う
。

次
の
「
吾
未
有
以
憂
其
子
。
牌
既
奥
吾
同
車
」
は
、
私
（
昭
王
）

い
た
わ

は
今
な
お
、
そ
の
遺
子
た
ち
に
充
分
な
労
り
を
施
す
こ
と
が
で
き

て
い
な
い
。
た
だ
、
襲
之
牌
に
つ
い
て
は
私
の
御
者
と
し
て
車
に

同
乗
さ
せ
（
優
遇
し
）
て
い
る
、
の
意
で
あ
ろ
う
。
句
点
の
位
置

に
つ
い
て
は
、
文
意
は
ほ
ぼ
同
じ
と
な
る
が
、
「
楚
邦
之
良
臣
所
暴

骨
、
吾
未
有
以
憂
、
其
子
膵
既
興
吾
同
車
」
と
す
る
可
能
性
も
あ

ろ
う
。こ
う
し
た
特
別
待
遇
を
理
解
せ
ず
に
襲
之
膵
が
取
っ
た
態
度
を

い
う
の
が
、
次
の
「
有
【
衿
】
衣
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
戦
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死
し
た
「
楚
邦
之
良
臣
」
の
子
の
一
人
で
あ
る
襲
之
牌
に
つ
い
て

は
、
特
別
待
遇
で
私
（
昭
王
）
と
同
乗
す
る
御
者
の
身
分
に
取
り

立
て
て
や
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
意
を
理
解
せ
ず
、
衣
服
の
正
し

い
着
用
の
仕
方
を
し
な
か
っ
た
（
不
遜
な
態
度
を
取
っ
た
）
、
の
意

で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
釈
文
は
「
或
口
衣
図
」
と
一
字
分
欠
如

と
し
て
、
「
衣
図
」
は
義
未
詳
と
す
る
が
、
陳
剣
は
二
字
補
い
「
図
」

を
「
思
」
に
読
ん
で
、
「
或
舎
之
衣
、
思
」
と
す
る
。
陳
剣
が
「
舎
」

と
認
定
す
る
字
は
、
上
部
の
み
残
存
し
て
お
り
、
前
出
の
「
袷
[
衿
ピ

の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
半
部
と
の
整
合
性
を
考
慮
し

て
右
の
よ
う
に
字
を
補
い
解
釈
し
て
み
た
。

「
思
邦
人
皆
見
之
」
と
は
、
襲
之
膵
の
不
遜
な
態
度
を
国
の
人

々
が
注
視
し
た
と
私
（
昭
王
）
は
考
え
た
、
の
意
で
あ
ろ
う
。
陳

剣
は
、
こ
の
前
後
の
部
分
を
「
現
在
有
死
難
者
之
子
襲
之
雅
既
眼

我
同
車
、
我
賜
給
他
衣
服
、
想
譲
國
人
都
看
見
、
以
瞭
解
我
存
他

烈
士
之
後
的
心
意
胴
」
と
訳
す
が
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
昭
王
が
そ

も
そ
も
興
之
牌
を
謁
見
禁
止
に
し
、
ま
た
、
そ
の
措
置
を
三
日
間

で
解
除
し
た
の
か
の
説
明
が
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
の
「
三
日
焉
、
命
襲
之
膵
見
」
は
、
対
呉
戦
争
に
お
け
る

遺
子
へ
の
弔
慰
（
御
者
へ
の
取
り
立
て
と
厚
着
の
下
賜
）
を
無
に

し
て
不
遜
な
態
度
を
取
っ
た
襲
之
膵
に
対
し
て
、
謁
見
禁
止
と
い

う
措
置
を
と
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
昭
王
の
個
人
的
な
怒
り
か
ら
発

し
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
国
民
や
遺
子
た
ち
へ
の
配
慮
を
意
図

し
た
軽
度
の
見
せ
し
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
謁
見
禁
止
は
わ
ず

か
三
日
間
で
解
除
さ
れ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
『
昭
王
奥
襲
之
牌
』
は
、
楚
の
昭
王
と
興
之
膵
に

関
わ
る
故
事
を
記
し
た
文
献
で
あ
る
が
、
構
成
は
『
昭
王
毀
室
』

に
比
べ
て
や
や
複
雑
で
あ
る
。
肝
心
な
部
分
に
文
字
の
欠
損
が
あ

る
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
体
の
文
意
も
難
解
で
あ
る
。
た
だ
、
襲
之

牌
と
昭
王
と
の
関
係
は
明
瞭
で
あ
る
。
襲
之
牌
は
対
呉
戦
争
の
遺

子
で
、
昭
王
の
御
者
に
抜
擢
さ
れ
て
い
た
が
、
不
適
切
な
態
度
が

あ
り
、
昭
王
か
ら
軽
度
の
罰
を
与
え
ら
れ
た
。
一
方
、
昭
王
は
、

襲
之
牌
の
態
度
が
他
の
遺
子
や
国
民
か
ら
反
感
を
買
う
で
あ
ろ
う

こ
と
を
憂
慮
し
て
謁
見
禁
止
と
し
た
が
、
そ
も
そ
も
襲
之
牌
に
そ

れ
ほ
ど
の
悪
意
が
な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
他
の

遺
子
や
国
民
の
手
前
、
興
之
牌
に
罰
を
与
え
は
し
た
が
、
そ
れ
は
、

昭
王
の
深
謀
遠
慮
か
ら
発
す
る
軽
度
の
戒
め
で
あ
っ
た
。

史
実
と
の
対
応

以
上
、
『
昭
王
典
襲
之
膵
』
の
全
体
に
つ
い
て
解
釈
し
て
み
た
。

こ
の
故
事
は
、
他
の
伝
世
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
後
半

部
に
は
、
呉
楚
戦
争
に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
り
、
こ
の

故
事
が
一
定
の
史
実
を
背
景
と
し
て
い
る
可
能
性
を
想
定
で
き
る
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
『
史
記
』
楚
世
家
の
記
述
に
よ
っ
て
、
『
昭
王

(41) 



典
襲
之
牌
』
と
史
実
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

『
史
記
』
楚
世
家
に
よ
れ
ば
、
楚
が
呉
に
攻
撃
さ
れ
、
国
都
の

郡
に
侵
攻
さ
れ
た
の
は
、
楚
の
昭
王
十
年
（
前
五

0
六
）
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
呉
軍
が
来
襲
し
た
際
、
将
軍
の
子
常
が
迎
撃
し
た
も

の
の
、
子
常
は
敗
れ
て
鄭
に
逃
亡
。
楚
軍
が
敗
走
し
た
の
で
、
呉

軍
は
勝
ち
に
乗
じ
て
追
撃
し
、
途
中
で
五
た
び
戦
っ
て
郡
に
侵
攻
。

こ
れ
に
よ
り
昭
王
は
郡
を
出
奔
し
た
。

十
年
冬
、
呉
王
閾
間
・
伍
子
脊
・
伯
縣
典
唐
・
察
倶
伐
楚
、

楚
大
敗
、
呉
兵
遂
入
郡
、
辱
平
王
之
墓
、
以
伍
子
脊
故
也
。

呉
兵
之
束
、
楚
使
子
常
以
兵
迎
之
、
央
漢
水
陣
。
呉
伐
敗
子

常
、
子
常
亡
奔
鄭
゜
楚
兵
走
、
呉
乗
勝
逐
之
、
五
戦
及
郡
。

己
卯
、
昭
王
出
奔
。
庚
辰
、
呉
人
入
郡
（
春
秋
云
十
一
月
庚

辰）。

そ
の
後
、
昭
王
は
亡
命
し
て
雲
夢
に
至
り
、
郎
（
楚
の
邑
）
に

逃
走
、
更
に
随
（
楚
の
属
国
）
に
出
奔
し
た
。

昭
王
亡
也
至
雲
夢
。
雲
夢
不
知
其
王
也
、
射
傷
王
。
王
走
鄭
°

鄭
公
之
弟
懐
日
、
「
平
王
殺
吾
父
、
今
我
殺
其
子
、
不
亦
可
乎
」
。

鄭
公
止
之
、
然
恐
其
試
昭
王
、
乃
奥
王
出
奔
随
。
呉
王
聞
昭

王
往
、
即
進
撃
随
、
謂
随
人
日
、
「
周
之
子
孫
封
於
江
漢
之
間

者
、
楚
盛
滅
之
」
。
欲
殺
昭
王
。
王
従
臣
子
蒸
乃
深
匿
王
、
自

以
為
王
、
謂
随
人
日
、
「
以
我
予
呉
」
。
随
人
卜
予
呉
、
不
吉
、

乃
謝
呉
王
日
、
「
昭
王
亡
、
不
在
随
」
。
呉
請
入
自
索
之
、
随

不
聴
、
呉
亦
罷
去
。

た
だ
、
昭
王
は
郡
を
去
る
と
き
、
大
夫
の
申
包
脊
を
秦
に
派
遣

し
て
、
救
援
を
要
請
し
て
い
る
。
秦
は
こ
れ
に
応
え
、
兵
車
五
百

乗
を
も
っ
て
楚
を
救
援
し
、
楚
も
敗
残
兵
を
糾
合
し
て
、
秦
と
と

も
に
呉
を
伐
っ
た
。
昭
王
の
十
一
年
（
前
五

0
五
）
六
月
、
楚
は

呉
を
稜
（
楚
の
邑
）
で
破
り
、
呉
王
閾
間
は
呉
の
内
乱
に
よ
り
帰

国
。
同
年
九
月
、
昭
王
は
帰
国
し
て
郡
に
入
っ
た
。

昭
王
之
出
郡
也
、
使
申
飽
脊
請
救
於
秦
。
秦
以
車
五
百
乗
救

楚
、
楚
亦
牧
餘
散
兵
、
典
秦
撃
呉
。
十
一
年
六
月
、
敗
呉
於

稜
。
會
呉
王
弟
夫
概
見
呉
王
兵
傷
敗
、
乃
亡
蹄
、
自
立
為
王
。

閾
間
聞
之
、
引
兵
去
楚
、
蹄
撃
夫
概
。
夫
概
敗
、
奔
楚
、
楚

封
之
堂
硲
‘
琥
為
堂
硲
氏
。
楚
昭
王
滅
唐
。
九
月
、
帰
入
郡
。

と
こ
ろ
が
、
十
二
年
（
前
五

0
四
）
に
呉
は
ま
た
楚
を
伐
ち
、

番
（
楚
の
邑
）
を
奪
取
。
楚
は
恐
れ
て
郡
を
放
棄
し
、
北
の
郡
を

国
都
と
し
た
。
二
度
目
の
危
機
で
あ
っ
た
。

十
二
年
、
呉
復
伐
楚
、
取
番
。
楚
恐
、
去
郵
、
北
徒
都
郡
。

し
か
し
、
昭
王
の
二
十
一
年
（
前
四
九
五
）
、
呉
王
閾
間
は
越
を

伐
つ
が
、
越
王
句
践
が
呉
王
を
負
傷
さ
せ
、
閾
間
は
亡
く
な
る
。

こ
の
た
め
呉
は
越
に
矛
先
を
向
け
、
楚
を
伐
た
な
く
な
っ
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
楚
は
危
機
を
脱
し
た
。

二
十
一
年
、
呉
王
閾
閻
伐
越
。
越
王
句
践
射
傷
呉
王
、
遂
死
。

呉
由
此
怨
越
而
不
西
伐
楚
。
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昭
王
が
亡
く
な
る
の
は
、
二
十
七
年
（
前
四
八
九
）
で
あ
る
。

春
、
呉
が
陳
を
伐
っ
た
際
、
昭
王
は
陳
を
救
援
し
て
城
父
（
楚
の

邑
）
に
布
陣
。
十
月
、
昭
王
は
そ
の
陣
中
で
病
没
し
た
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
呉
楚
の
関
係
を
念
頭
に
置
き
、
今
一
度
『
昭

王
典
痰
之
牌
』
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
『
昭
王
興
襲
之
牌
』
に
お

い
て
、
昭
王
は
、
「
覇
君
呉
王
、
郡
に
廷
至
し
、
楚
邦
の
良
臣
骨
を

暴
す
所
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
恐
ら
く
、
昭
王
十

年
（
前
五

0
六
）
の
郡
陥
落
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

一
年
後
、
昭
王
は
、
秦
の
援
助
と
呉
の
内
乱
に
よ
り
、
郡
を
奪
回

す
る
が
、
敗
戦
の
傷
跡
は
深
く
、
充
分
な
国
力
の
恢
復
に
ま
で
は

至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
翌
年
に
は
再
び
郡
を
放
棄
す
る
事
態
と
な

っ
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
昭
王
が
「
吾
未
だ
以
て
其
の
子
を
憂
う
る
こ
と
有

ら
ず
」
と
嘆
い
た
の
は
、
こ
の
昭
王
十
一
年
か
ら
十
二
年
に
か
け

て
の
状
況
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
時

点
で
楚
は
、
郡
の
奪
還
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
そ
の
救
伽
策
は

ま
だ
充
分
に
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
王
の
御
者
と
い
う
厚
遇
を
得
な
が
ら
、
「
衿
見
」
と
い

う
不
遜
な
態
度
で
車
を
操
縦
し
た
興
之
牌
の
姿
は
、
ま
だ
敗
戦
の

傷
が
癒
え
ぬ
国
民
や
他
の
遺
子
た
ち
の
目
に
、
甚
だ
不
適
切
な
も

の
と
し
て
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。
昭
王
は
そ
の
こ
と
を
危
惧
し
、
戒

め
と
し
て
謁
見
禁
止
と
い
う
措
置
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
昭
王
典
興
之
牌
』
は
、
呉
楚
の
対
立
、
郡
の
陥

落
お
よ
び
奪
還
と
い
う
史
実
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
襲

之
牌
と
い
う
人
物
も
、
他
の
伝
世
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
恐

ら
く
、
当
時
の
楚
人
に
と
っ
て
は
、
対
呉
戦
争
の
遺
子
と
し
て
馴

染
み
の
あ
る
名
前
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

先
に
考
察
し
た
『
昭
王
毀
室
』
で
も
、
「
合
葬
」
が
一
定
の
リ
ア

リ
テ
ィ
を
持
つ
行
為
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
た
が
、
「
合
葬
」
を
直
訴
す
る
人
物
は
た
だ
「
君
子
」
と

表
現
さ
れ
る
の
み
で
、
固
有
名
は
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
本
文
献
で
は
、
襲
之
牌
と
い
う
具
体
的
人
名
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
本
文
献
は
、
架
空
の
話
を
捏

造
し
た
の
で
は
な
く
、
一
定
の
史
実
を
基
に
記
載
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
昭
王
呉
襲
之
牌
』
の
文
献
的
性
格

次
に
、
『
昭
王
輿
襲
之
牌
』
の
文
献
的
性
格
に
つ
い
て
考
察
を
加

え
て
み
よ
う
。
筆
者
は
『
昭
王
毀
室
』
に
対
す
る
分
析
か
ら
、
そ

れ
が
、
特
定
の
思
想
家
や
「
孝
」
「
悌
」
「
仁
」
「
義
」
な
ど
の
倫

理
的
要
素
を
宣
揚
す
る
た
め
に
広
く
世
界
に
向
け
て
発
信
さ
れ
た

思
想
的
文
献
と
い
う
の
で
は
な
く
、
楚
の
王
、
太
子
、
あ
る
い
は

貴
族
な
ど
を
主
な
読
者
対
象
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
楚
の
在
地
性
の
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文
献
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
先
に
指
摘
し
た
（
注
1
0
)
0

こ
の
点
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
博
楚
簡
『
昭
王
毀

室
』
『
昭
王
興
襲
之
牌
』
『
束
大
王
泊
旱
』
の
三
文
献
が
と
も
に
楚

人
の
手
に
な
る
と
す
る
陳
偉
氏
の
見
解
で
あ
る
。

陳
偉
「
《
昭
王
毀
室
》
等
三
篇
的
幾
個
問
題
」
（
『
出
土
文
献
研

究
』
第
七
輯
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
五
年
）
は
、
こ
れ
ら

三
篇
が
春
秋
時
代
に
流
行
し
た
「
語
」
の
形
式
の
作
品
で
あ
る
と

い
う
。
「
語
」
と
は
、
『
国
語
』
楚
語
上
冒
頭
の
「
申
叔
時
論
偲
太

子
之
道
」
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

問
於
申
叔
時
、
叔
時
日
、
教
之
春
秋
、
而
為
之
登
善
而
抑
悪

焉
、
以
戒
勘
其
心
。
教
之
世
、
而
為
之
昭
明
徳
而
窟
幽
昏
焉
、

以
休
憚
其
動
。
教
之
詩
、
而
為
之
導
廣
顕
徳
、
以
耀
明
其
志
゜

教
之
證
、
使
知
上
下
之
則
。
教
之
栗
、
以
疏
其
機
而
鎮
其
浮
、

教
之
令
、
使
訪
物
官
。
教
之
語
、
使
明
其
徳
、
而
知
先
王
之

務
用
明
徳
於
民
也
。
教
之
故
志
、
使
知
暖
興
者
而
戒
憚
焉
。

教
之
訓
典
、
使
知
族
類
、
行
比
義
焉
。

こ
れ
は
、
楚
の
賢
人
申
叔
時
が
太
子
教
育
の
内
容
と
し
て
楚
の

荘
王
（
在
位
前
六
一
三

S
前
五
九
一
年
）
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

「
語
」
と
は
、
太
子
に
教
授
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
「
春
秋
」
「
世

（
先
王
の
系
譜
）
」
「
詩
」
「
礼
」
な
ど
と
も
に
重
視
さ
れ
る
九
科

の
―
つ
で
、
「
之
に
語
を
教
え
て
、
其
の
徳
を
明
ら
か
に
し
て
、
先

王
の
務
め
を
知
り
て
明
徳
を
民
に
用
い
し
む
る
な
り
」
と
定
義
さ

れ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
語
」
に
つ
い
て
、
茸
昭
は
「
語
、
治
國
之

善
語
」
と
解
説
す
る
。
つ
ま
り
、
国
家
を
統
治
し
て
い
く
際
に
参

考
と
な
る
名
言
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
貝
塚
茂
樹
「
国

語
に
現
れ
た
説
話
の
形
式
」
（
『
貝
塚
茂
樹
著
作
集
』
第
五
巻
、
中

央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
）
は
、
「
語
」
に
つ
い
て
、
宮
廷
の
盲
目

の
楽
師
す
な
わ
ち
瞥
史
が
、
国
の
祖
先
の
功
業
を
口
頭
で
暗
誦
し
、

世
襲
的
に
語
り
継
い
で
い
た
も
の
と
し
、
大
野
俊
『
国
語
』
（
明
治

書
院
、
一
九
七
五
年
）
「
解
題
」
は
、
こ
の
「
語
」
の
持
つ
「
会
話
」

と
い
う
形
式
上
の
特
色
を
重
視
し
て
い
る
。

今
、
『
束
大
王
泊
旱
』
は
一
応
除
外
し
て
、
昭
王
に
関
す
る
二
つ

の
故
事
が
、
こ
の
「
語
」
に
該
当
す
る
か
否
か
を
検
討
し
て
み
よ

{？ 
ま
ず
、
『
昭
王
毀
室
』
で
は
、
昭
王
が
築
い
た
離
宮
が
「
君
子
」

の
父
の
墓
所
に
あ
り
、
た
ま
た
ま
そ
の
落
成
式
の
折
に
母
を
亡
く

し
た
君
子
が
父
母
の
合
葬
を
願
い
出
る
と
い
う
話
で
あ
っ
た
。
門

番
や
奏
上
役
は
君
子
を
制
止
し
よ
う
と
す
る
が
、
昭
王
は
、
君
子

の
直
訴
を
き
い
て
直
ち
に
合
葬
を
許
し
、
さ
ら
に
建
設
し
た
ば
か

り
の
離
宮
を
取
り
壊
す
よ
う
命
ず
る
。
同
様
の
事
例
を
記
載
す
る

『
晏
子
春
秋
』
で
は
、
合
葬
の
直
訴
に
際
し
て
、
斉
の
景
公
は
難

色
を
示
し
、
晏
嬰
に
諫
言
さ
れ
て
し
ぶ
し
ぶ
承
諾
し
て
い
た
。
こ

れ
に
比
べ
れ
ば
、
昭
王
の
行
為
は
、
死
者
に
対
す
る
敬
意
、
知
性

と
決
断
の
早
さ
と
い
う
点
で
際
だ
っ
て
見
え
る
。
合
葬
を
許
し
、
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離
宮
の
取
り
壊
し
を
命
じ
た
昭
王
の
言
動
は
ま
さ
に
「
其
の
徳
を

明
ら
か
に
」
す
る
「
善
語
」
の
範
疇
に
入
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

こ
の
故
事
が
、
論
文
形
式
で
は
な
く
、
会
話
を
中
心
に
構
成
さ
れ

て
い
る
点
も
、
「
語
」
の
性
格
に
合
致
す
る
。

そ
れ
で
は
、
『
昭
王
典
興
之
膵
』
に
お
け
る
昭
王
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
初
め
、
襲
之
牌
の
薄
着
を
気
の
毒
に
思
っ
た
大
手
は
昭
王

に
諌
言
す
る
。
こ
れ
か
ら
冬
に
向
か
う
と
い
う
の
に
、
御
者
に
あ

の
よ
う
な
薄
着
を
さ
せ
て
い
て
よ
い
の
か
と
い
う
苦
言
で
あ
る
。

昭
王
は
大
手
に
言
わ
れ
て
初
め
て
襲
之
膵
に
綿
入
れ
の
服
を
与
え

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
一
見
、
昭
王
の
側
に
非
が
あ
る
よ

う
に
描
か
れ
て
お
り
、
「
善
語
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。し
か
し
、
昭
王
が
興
之
膵
に
厚
着
を
下
賜
で
き
て
い
な
か
っ
た

の
は
、
対
呉
戦
争
の
敗
北
と
い
う
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
度
は
都
の
郡
を
奪
わ
れ
、
楚
は
疲
弊
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
中
で
、
襲
之
牌
を
御
者
に
任
用
し
た
こ
と
自
体
、
昭
王
に

と
っ
て
は
か
な
り
の
厚
遇
で
あ
っ
た
が
、
対
呉
戦
争
の
遺
子
た
ち

に
手
厚
い
救
憔
策
を
施
す
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る。
こ
う
し
た
昭
王
の
立
場
と
心
情
を
充
分
に
理
解
で
き
な
か
っ
た

襲
之
牌
は
、
「
衿
見
」
と
い
う
不
遜
な
態
度
で
車
を
操
縦
し
た
。
昭

王
は
直
ち
に
興
之
膵
を
謁
見
禁
止
と
す
る
。
驚
い
た
の
は
大
弄
で

あ
る
。
自
ら
の
発
言
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
招
く
と
は
思
い
も

よ
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
手
は
直
ち
に
措
置
の
撤
回
を
願

い
出
る
。

と
こ
ろ
が
昭
王
は
、
大
手
の
気
持
ち
を
す
で
に
期
酌
し
て
お
り
、

な
ぜ
謁
見
禁
止
と
い
う
措
置
を
執
っ
た
の
か
を
説
明
し
て
い
く
。

そ
れ
は
、
対
呉
戦
争
に
お
け
る
遺
子
た
ち
へ
の
配
慮
で
あ
っ
た
。

す
で
に
御
者
と
し
て
厚
遇
し
て
い
る
襲
之
牌
が
そ
の
よ
う
な
態
度

で
は
、
他
の
遺
子
や
国
民
に
悪
い
影
響
を
与
え
る
。
そ
の
よ
う
に

思
っ
た
昭
王
は
、
軽
い
見
せ
し
め
と
し
て
襲
之
牌
を
謁
見
禁
止
に

し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
措
置
は
わ
ず
か
三
日
で

解
除
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
故
事
は
、
対
呉
戦
争
後
に
お
け
る
昭
王
の

深
謀
遠
慮
を
描
く
こ
と
に
主
眼
の
―
つ
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
故
事
で
も
、
昭
王
は
顕
彰
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
王
と
臣
下
の
会
話
が
故
事
の
中
心
を
占

め
る
と
い
う
点
も
『
昭
王
毀
室
』
と
同
様
で
あ
る
。

た
だ
、
昭
王
は
、
二
度
ま
で
も
国
都
の
郡
を
放
棄
し
た
王
で
あ

る
。
果
た
し
て
顕
彰
さ
れ
る
王
と
い
う
理
解
は
正
し
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
と
も
、
こ
の
『
昭
王
毀
室
』
『
昭
王
輿
襲
之
膵
』
の
昭

王
評
価
が
異
例
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
左
伝
』
哀
公
六
年
お
よ
び
『
史
記
』

楚
世
家
に
見
え
る
孔
子
の
で
あ
る
。
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昭
王
は
、
二
十
七
（
前
四
八
九
）
十
月
、
城
父
（
楚
の

の
陣
中
で
病
に
倒
れ
た
。
そ
の
折
、
赤
い
雲
が
鳥
の
よ
う
に
太
陽

を
は
さ
ん
で
飛
ん
だ
。
周
の
太
史
は
「
王
に
害
が
あ
る
が
、
そ
の

害
を
将
相
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
い
、
将
相
た
ち
は
自
ら

そ
の
害
を
引
き
受
け
た
い
と
懇
願
し
た
が
、
昭
王
は
そ
れ
を
許
さ

な
か
っ
た
。
ま
た
、
卜
占
に
よ
る
と
黄
河
の
神
が
祟
り
を
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
大
夫
が
黄
河
の
神
に
祈
り
た
い
と
述
べ
た

が
、
昭
王
は
、
「
黄
河
の
神
か
ら
罪
を
受
け
る
い
わ
れ
が
な
い
」
と

し
て
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
。

・
是
歳
也
、
有
雲
如
衆
赤
鳥
、
央
日
以
飛
三
日
。
楚
子
使
問
諸

周
大
史
。
周
大
史
日
、
「
其
嘗
王
身
乎
、
若
崇
之
、
可
移
於
令

手
司
馬
」
。
王
日
、
「
除
腹
心
之
疾
、
而
貨
諸
股
肱
、
何
益
、

不
穀
不
有
大
過
、
天
其
夭
諸
、
有
罪
受
罰
、
又
焉
移
之
」
。

遂
弗
禁
。
初
、
昭
王
有
疾
、
卜
日
、
河
為
祟
、
王
弗
祭
。
大

夫
請
祭
諸
郊
。
王
日
、
「
三
代
命
祀
、
祭
不
越
望
。
江
漢
雖
章
、

楚
之
望
也
。
禍
福
之
至
、
不
是
過
也
。
不
穀
雖
不
徳
、
河
非

所
獲
罪
也
」
。
遂
弗
祭
。
（
『
左
伝
』
哀
公
六
年
）

•
二
十
七
年
春
、
呉
伐
陳
、
楚
昭
王
救
之
、
軍
城
父
。
十
月
、

昭
王
病
於
軍
中
、
有
赤
雲
如
鳥
、
央
日
而
輩
。
昭
王
問
周
太

史
、
太
史
日
、
「
是
害
於
楚
王
、
然
可
移
於
将
相
」
。
将
相
聞

是
言
、
乃
請
自
以
身
藷
於
神
。
昭
王
日
、
「
将
相
、
孤
之
股
肱

也
、
今
移
禍
、
庸
去
是
身
乎
」
。
弗
聴
。
卜
而
河
為
祟
、
大
夫

請
藷
河
。
昭
王
日
、
「
自
吾
先
王
受
封
、
望
不
過
江
漢
、
而
河

非
所
獲
罪
也
」
。
止
不
許
。
（
『
史
記
』
楚
世
家
）

こ
の
こ
と
を
陳
で
聞
い
た
孔
子
は
、
次
の
よ
う
に
批
評
し
た
と

い
う
。
「
楚
の
昭
王
は
大
道
に
通
じ
て
い
る
。
そ
の
国
を
失
わ
な
い

の
は
当
然
だ
」
と
。

•
孔
子
日
、
「
楚
昭
王
知
大
道
突
、
其
不
失
國
也
宜
哉
」
。
（
『
左

伝
』
哀
公
六
年
）

•
孔
子
在
陳
、
聞
是
言
、
日
、
「
楚
昭
王
通
大
道
突
。
其
不
失
國
、

宜
哉
」
。
（
『
史
記
』
楚
世
家
）

つ
ま
り
、
昭
王
は
安
直
な
神
頼
み
を
拒
否
し
、
孔
子
は
そ
の
姿

勢
を
「
大
道
」
に
通
ず
る
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
べ

ま
た
、
「
其
の
国
を
失
わ
ざ
る
は
、
宜
な
る
か
な
」
と
い
う
評
言
も
、

呉
に
郡
を
奪
わ
れ
た
後
、
短
期
間
で
失
地
を
恢
復
し
た
と
い
う
点

を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
史
記
』
呉
太
伯
世
家
で
は
、
呉
が
楚
に
侵
攻
す
る
に

際
し
て
、
そ
の
戦
略
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
呉
王
閾
間
に
戦
略
を

問
わ
れ
た
伍
子
宵
と
孫
武
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

九
年
、
呉
王
閾
鷹
請
伍
子
脊
•
孫
武
日
、
「
始
子
之
言
郡
末
可

入
、
今
果
如
何
」
。
子
封
日
、
「
楚
将
子
常
貪
、
而
唐
・
察
皆

怨
之
、
王
必
欲
大
伐
、
必
得
唐
察
乃
可
」
。

す
な
わ
ち
、
楚
へ
の
侵
攻
の
理
由
を
、
伍
子
脊
と
孫
武
は
、
楚

の
将
軍
「
子
常
」
の
「
貪
」
欲
さ
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
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か
ら
、
楚
の
属
国
で
あ
る
唐
と
察
は
楚
を
怨
ん
で
お
り
、
こ
の
両

国
を
味
方
に
つ
け
れ
ば
成
功
す
る
、
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
将
軍
子
常
の
非
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
楚
の
昭
王

に
つ
い
て
は
何
ら
批
判
さ
れ
て
い
な
い
。
敵
国
の
軍
師
た
ち
か
ら

見
て
も
、
楚
の
昭
王
は
非
難
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る。
な
お
、
『
国
語
』
楚
語
に
も
、
数
条
、
昭
王
の
登
場
す
る
話
が
あ

る
が
、
楚
の
大
夫
「
観
射
父
」
に
天
地
が
通
じ
な
く
な
っ
た
の
は

何
故
か
質
問
し
た
り
、
祭
祀
や
犠
牲
に
つ
い
て
質
問
し
た
り
す
る

程
度
で
、
少
な
く
も
昭
王
は
否
定
的
に
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
こ

の
敗
戦
（
柏
挙
の
戦
）
に
つ
い
て
も
、
『
史
記
』
同
様
に
、
子
常
の

貪
欲
さ
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
を
捉
え
て
大
夫
「
闘
且
」

が
子
常
の
敗
北
を
一
年
前
に
予
言
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
の
敗
戦
の
際
、
大
夫
の
子
西
に
「
子
常
唯
思
薔
怨

以
敗
、
君
何
放
焉
」
と
諫
言
さ
れ
、
昭
王
は
、
あ
っ
さ
り
と
「
王

日
、
善
、
使
復
其
所
。
吾
以
志
前
悪
」
と
子
常
を
許
し
、
逆
に
自

ら
を
反
省
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
国
語
』
『
左
伝
』
『
史
記
』
の
記
述
を
も
参
考

に
す
る
と
、
昭
王
に
対
す
る
評
価
は
『
昭
王
毀
室
』
『
昭
王
典
襲
之

膵
』
に
特
有
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
は
、

『
束
大
王
泊
旱
』
に
対
す
る
考
察
を
除
外
し
た
の
で
、
こ
れ
ら
三
文

献
全
体
を
直
ち
に
「
語
」
の
形
式
で
あ
る
っ
て
良
い
か
ど
う

か
の
判
断
は
保
留
と
し
て
お
き
た
い
が
、
少
な
く
と
も
、
『
昭
王
毀
室
』

『
昭
王
典
襲
之
牌
』
は
い
ず
れ
も
、
昭
王
の
言
動
を
評
価
す
る
文

献
と
し
て
共
通
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
（
注
l
l
)
o

と
す
れ
ば
、
第
五
簡
の
墨
節
の
意
味
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
と
な

ろ
う
。
そ
れ
は
、
全
く
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
文
献
の
区
切
り
を

示
す
も
の
で
は
な
く
、
同
一
文
献
の
内
部
を
分
節
す
る
マ
ー
ク
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
（
注
12)°

『
昭
王
毀
室
』
と
『
昭
王
典
襲
之
牌
』

と
は
と
も
に
、
「
其
の
徳
を
明
ら
か
に
」
し
た
「
先
王
」
の
故
事
を

記
し
た
文
献
で
あ
り
、
そ
の
読
者
と
し
て
最
も
相
応
し
い
の
は
、

昭
王
以
後
の
楚
の
王
、
太
貴
族
た
ち
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る。
以
上
、
本
稿
で
は
、
上
博
楚
簡
『
昭
王
奥
襲
之
牌
』
の
内
容
と

文
献
的
性
格
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
『
昭
王
典
襲
之
牌
』

は
毀
室
』
と
と
も
に
、
昭
王
の
故
事
を
記
し
た
文
献
で
あ

っ
た
。そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
成
立
年
代
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
昭
王
の
在
位
は
前
五
一
五

S
前
四
八
九
年
で
あ
り
、

本
文
献
で
は
、
「
昭
王
」
と
訟
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
文
献
の
成
立
の
上
限
は
、
春
秋
末
期
の
紀
元
前
四
八
九

結

語
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(
1
)
拙
稿
「
父
母
の
合
葬
ー
上
博
楚
簡
『
昭
王
毀
室
』
に
つ
い
て
ー
」
（
『
東

方
宗
教
』
第
一
〇
七
号
、
二

0
0
六
年
）
。

注

年
と
な
る
。
一
方
、
竹
簡
筆
写
の
下
限
は
前
記
の
通
り
、
前
二
七

八
年
の
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
、
文
献
成
立
の
可
能
性
と
し

て
は
、
春
秋
末
期
か
ら
戦
国
中
期
ま
で
が
該
当
の
範
囲
内
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
昭
王
没
後
の
遥
か
後
に
こ
う
し
た
文
献
が
突
如
編
纂
さ

れ
る
必
然
性
は
、
や
や
稀
薄
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、

確
定
的
な
根
拠
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
『
昭
王
毀
室
』
や
『
昭
王
典

襲
之
牌
』
は
昭
王
の
没
後
さ
ほ
ど
時
を
経
な
い
時
期
に
編
纂
さ
れ

た
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

上
博
楚
簡
は
、
一
九
九
四
年
、
香
港
の
古
玩
市
場
で
発
見
さ
れ

た
竹
簡
で
あ
る
。
盗
掘
に
よ
っ
て
流
出
し
た
竹
簡
で
あ
り
、
そ
の

出
土
地
は
湖
北
省
（
旧
楚
領
）
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
注
1
3
)
0

と
す
れ
ば
、
こ
の
竹
簡
を
副
葬
さ
れ
た
墓
主
で
あ
る
楚
人
は
、
昭

王
の
故
事
を
記
す
竹
簡
を
生
前
大
切
に
保
有
し
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
。楚
人
に
と
っ
て
、

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

昭
王
は
、
語
り
継
が
れ
る
べ
き
偉
大
な
先
王

(
2
)
契
口
と
は
、
編
綬
が
ず
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
竹
簡
に
施

さ
れ
た
小
さ
な
切
れ
込
み
の
こ
と
で
あ
る
。

(
3
)
こ
こ
に
言
う
「
原
文
」
と
は
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
四
）
』

に
掲
載
さ
れ
た
陳
侃
芥
氏
の
釈
文
を
底
本
と
し
、
筆
者
が
最
終
的
に

釈
読
し
た
釈
文
で
あ
る
。
従
っ
て
、
陳
氏
の
釈
文
と
文
字
の
認
定
が

異
な
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
点
を
含
め
、
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
に

つ
い
て
は
そ
の
都
度
注
記
す
る
。
な
お
、
現
時
点
で
は
、
本
文
献
に

関
す
る
専
論
は
な
く
、
筆
者
が
参
照
し
た
札
記
類
は
、
以
下
の
よ
う

に
、
す
べ
て
「
簡
吊
研
究
」
網
姑
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
上
に
掲
載

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
諸
氏
の
説
を
注
記
す
る
場
合
、

そ
の
氏
名
の
み
を
掲
げ
る
。
題
名
・
掲
載
日
な
ど
に
つ
い
て
は
下
記

を
御
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

•
陳
剣
「
上
博
竹
書
《
昭
王
奥
襲
之
脆
》
和
《
束
大
王
泊
旱
》
讀
後

記
」
（
「
簡
吊
研
究
」
網
姑
、
二

0
0
五
年
二
月
十
五
日
）

•
孟
蓬
生
「
上
博
竹
書
（
四
）
間
詰
」
（
「
簡
吊
研
究
」
網
姑
、
二
O

0
五
年
三
月
六
日
）

•
陳
斯
鵬
「
初
讀
上
博
竹
書
（
四
）
文
字
小
記
」
（
「
簡
吊
研
究
」
網

姑
、
二

0
0
五
年
三
月
六
日
）

．
侯
乃
鋒
「
《
昭
王
与
襲
之
雅
》
第
九
簡
補
説
」
（
二

0
0
五
年
三
月

二
十
日
）

•
楊
澤
生
「
《
上
博
四
》
札
記
」
（
「
簡
吊
研
究
」
網
姑
、
二0
0
五
年

三
月
二
十
四
日
）
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(
4
)

「
馬
承
源
先
生
談
上
海
簡
」
（
『
上
博
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
』
、
ニ

0
0
二
年
、
上
海
書
店
出
版
社
）
。

(
5
)
前
二
七
八
年
の
「
白
起
伐
郡
」
後
、
紀
山
古
墓
群
に
楚
墓
が
造
営

さ
れ
な
く
な
り
、
楚
文
化
の
継
承
が
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
劉
彬
徽
「
関
干
郭
店
楚
簡
年
代
及
相
関
問
題
的
討
論
」
（
『
早

期
文
明
奥
楚
文
化
研
究
』
、
岳
龍
書
社
、
二

0
0
一
年
）
参
照
。

(
6
)
『
文
選
』
宋
玉
・
風
賦
に
「
有
風
颯
然
而
至
、
王
乃
披
襟
而
営
之
」

と
あ
る
。

(
7
)『
文
選
』
沈
約
•
應
詔
栗
遊
苑
餞
呂
僧
珍
詩
に
「
函
輯
方
解
帯
、
饒

武
稽
披
襟
」
と
あ
る
。

(
8
)
『
史
記
』
日
者
列
伝
に
「
宋
忠
・
買
誼
檻
然
而
悟
、
猟
櫻
正
襟
危
坐
」

と
あ
る
。

(
9
)
『
戦
国
策
』
楚
策
一
に
「
一
國
之
敗
、
見
君
莫
不
倣
托
而
拝
、
撫
委

而
服
」
と
あ
る
。

(10)

注

(
1
)
前
掲
拙
稿
。

(11)
仮
に
、
こ
れ
ら
が
「
語
」
の
形
式
の
文
献
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
『
国

語
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
語
」
形
式
の
文
献
は
、
こ
の
上
博
楚

簡
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
比
較
的
早
く
か
ら
通
行
し
て
い
た
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

(12)

こ
う
し
た
意
味
で
の
墨
節
が
見
ら
れ
る
例
と
し
て
は
、
他
に
郭
店

楚
墓
竹
簡
『
六
徳
』
が
あ
る
。
な
お
、
戦
国
楚
簡
で
は
、
明
確
に
文

献
の
末
尾
（
終
了
）
を
示
す
際
に
は
、
墨
節
・
墨
釘
・
墨
鉤
の
後
を

留
白
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
上
博
楚
簡
『
従
政
』
の
竹
簡
連
接
と
分
節
に
つ
い
て
」
（
『
中
国

研
究
集
刊
』
騰
号
（
第
三
六
号
）
、
二

0
0四
年
。
後
、
浅
野
裕
一
編

『
竹
簡
が
語
る
古
代
中
国
思
想
ー
上
博
楚
簡
研
究
ー
』
（
汲
古
書
院
・

汲
古
選
書
、
二

0
0五
年
）
に
「
『
従
政
』
の
竹
簡
連
接
と
分
節
」
と

し
て
採
録
）
参
照
。

(13)
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
一
）
』
（
馬
承
源
主
編
、
上
海
古
籍

出
版
社
、
二

0
0
一
年
）
の
「
前
言
」
参
照
。
ま
た
、
上
博
楚
簡
が

郭
店
楚
簡
と
同
様
、
紀
山
古
墓
群
か
ら
の
盗
掘
品
で
あ
る
可
能
性
に

つ
い
て
は
、
戦
国
楚
簡
研
究
会
「
中
国
湖
北
省
荊
門
・
荊
州
学
術
調

査
報
告
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
三
八
号
、
二

0
0
五
年
）
参
照
。

(49) 


